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総 行 市 第 ７ ４ 号   
令和８年６月３０日  

 
 各 都 道 府 県 総 務 部 長  
 （ 市 区 町 村 担 当 課 扱 い ）  
                   様 
 各 市 区 町 村 総 務 局 長  
 （地域コミュニティ担当課扱い） 
 
                             総務省自治行政局市町村課長 
                             （ 公 印 省 略 ）  
 
 

地方自治法施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行について（通知） 
 
 
 地方自治法施行規則の一部を改正する省令（令和８年総務省令第８６号。以下「改正省令」という。）

は、本日公布され、令和８年１０月１日から施行することとなりました。 
 本改正は、令和７年の地方分権改革に係る提案募集において、認可地縁団体の認可等に係る告示にお

いて代表者の住所を告示することの見直しを求める提案があったことを踏まえたものであり、これまで、

提案した地方公共団体等に対して提案に係る具体的な内容についてヒアリング調査を実施するとともに、

地方公共団体から改正内容案に対する意見を聴取してきた（令和８年４月３０日付け総務省自治行政局

市町村課事務連絡）ところです。 
 貴職におかれましては、下記事項に御留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮をされるようよろ

しくお願いします。 
 なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４５条の４第１項

に基づく技術的な助言であることを申し添えます。 
 

記 
 
第一 認可地縁団体の認可等に係る告示に関する事項 
  市町村長が法第２６０条の２第１項の認可を行った場合その他改正省令第１９条第１項各号に掲げ

る場合に法第２６０条の２第１０項（土地改良法第７６条の１３第４項及び森林組合法第１００条の

２２第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定に基づいて告示する事項及び法第

２６０条の４１第３項の規定による届出があった場合に第２６０条の４４第１項の規定に基づいて告

示する事項から、個人情報保護の観点から、次に掲げる事項を表示しないこととしたこと。その場合、

市町村長は、前記１のアからオまでに掲げる事項について、「非表示」と表示して告示すること。（第１

９条第１項、第２２条の２の４関係） 
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ア 認可地縁団体の代表者の住所 
イ 裁判所により選任された認可地縁団体の代表者の職務代行者の住所 
ウ 認可地縁団体の代表者の代理人の住所 
エ 認可地縁団体の清算人の住所 
オ 認可地縁団体の主な事務所の所在地（アからエまでに掲げる住所と同一の場合に限る。） 

 
第二 認可地縁団体台帳の写しの交付に関する事項 
 １ 第一のとおり認可地縁団体の代表者等の住所を告示しないこととしたことに伴い、認可地縁団体

台帳について、市町村長が告示した認可地縁団体に関する事項を記載する「認可地縁団体の告示事項

に係る台帳」から、認可地縁団体の認可したときに作成する「認可地縁団体の認可状況に係る台帳」

として作成することとしたこと。したがって、当該台帳には、改正前と同様に、第一のアからオまで

に掲げる事項についても記載すること。（第１８条の３関係） 
 
２ 市町村長は、法第２６０条の２第１２項の規定に基づき、同条第１０項の規定により告示した事項

に関する証明書の交付請求があったときには、改正省令第１８条の３第１項の認可地縁団体台帳で

あって、次に掲げる事項を表示しない措置を講じたものを交付しなければならないこととしたこと。

その場合、第一のアからオまでに掲げる事項のうち表示しない情報は、町字より下位の情報にするこ

と。（第２１条第２項関係） 
  ア 認可地縁団体の代表者又は代表者であった者の住所 
  イ 裁判所により選任された認可地縁団体の代表者の職務代行者又は職務代行者であった者の住所 
  ウ 認可地縁団体の代表者の代理人又は代理人であった者 
  エ 認可地縁団体の清算人又は清算人であった者 
  オ 認可地縁団体の主な事務所の所在地（アからエまでに掲げる住所と同一の場合に限る。） 
 
 ３ 前記第二の２のアからエまでに掲げる者が法第２６０条の２第１２項の規定による請求者であっ

て、当該者が住所を表示することを希望する旨を申し出た場合その他市町村長が必要と認める場合

には、市町村長は住所を表示することが適当でないと認める場合を除き、当該者の住所を表示して交

付することができることとしたこと。（第２１条第３項関係） 
 
第三 改正省令の経過措置に関する事項 
  前記第一の認可地縁団体の認可等に係る告示に関する事項については、改正省令の施行日前に認可

地縁団体が行った次に掲げる申請、通知又は届出に基づいて施行日以後に市町村長が行う告示につい

て適用し、施行日前に市町村長が行った告示については、なお従前の例によることとしたこと。（改正

省令附則第２条関係） 
 ア 法第２６０条の２第２項（第２６０条の３９第４項において準用する場合を含む。）の規定による

認可の申請 
 イ 土地改良法第７６条の１３第３項又は森林組合法第１００条の２２第３項の規定による通知 
 ウ 法第２６０条の２第１１項、第２６０条の３３又は第２６０条の４１第３項の届出 


